
平成22年12月橋本市議会定例会会議録（第４号）その４ 

平成22年12月８日（水） 

                                           

    

○議長（中西峰雄君）日程に従い、順番18、

12番 辻本君。 

〔12番（辻本 勉君）登壇〕 

○12番（辻本 勉君）それでは、一般質問を

行います。 

 今回は２点について行います。 

 まず、現橋本中学校敷地内での橋本小・中

学校一体型教育実施に伴う問題点についてで

あります。 

 この橋本小・中の一体型教育につきまして

は、かなり地元説明会等が行われまして、議

論があったわけでありますけども、この小中

一体型教育が出されてきた段階では、橋本市

の小・中の適正規模、適正配置の検討がやは

りなされていなかったということと、橋本小

学校の北校舎の耐震の問題、これ等との兼ね

合いがありまして説明会を開いたわけであり

ますけども、いろんな意見が出てきまして、

なかなか保護者の理解を得られなかったとい

うのが実情ではないかなと思います。 

 そんな中で、問題点については平成21年８

月20日の文教厚生委員会にもいろいろ出され

ておるんですけども、実際、結論が出たとい

うことについては聞いておりませんので、そ

の後どういう状況になっているのかというこ

とも兼ねましてお尋ねしていきたいと思いま

す。 

 橋本小学校北校舎の耐震診断結果と、現在

行われている小中連携教育のスムーズな運営

という二つの観点から、橋本中学校敷地内へ

橋本小学校を移転し、小中一体型の連携教育

が実施されようとしています。 

 ハード面の整備は、基本設計から実施設計

に向けまして、保護者をはじめ多くの方々の

意見を反映するということで委員会も設けら

れて検討された中で決定をしてきたわけであ

りまして、市議会の文教厚生委員会において

も報告がなされまして、一定の理解を得られ

ているというところであります。 

 しかしながら、教育の問題、学校内での子

どもたちの生活の問題や通学に関する問題等、

事前の保護者に対する地域といいますか地元

説明会で出された諸課題については、解決し

理解されたとは言いがたいのではと感じてい

ます。保護者の不安が解消されたとは言えま

せん。 

 説明会で出された問題点をそれ以降どのよ

うに解決されたのか、また、開校までに残さ

れた課題はあるのか、お尋ねしたいと思いま

す。 

 これは２点に分けてということで、まず、

１点目は、教育と学校内生活に関する諸問題

であります。 

 保護者のほうからはいろいろ意見が出てお

ります。同一敷地内であることに対する不安

といいますか、小学校低学年の児童と中学生

が一緒に過ごすことに対する不安、中学校が

荒れてくると小学生にも影響するという問題、

段差の問題、授業時間の問題等があります。

工事中の中学生の問題、いろいろ出されてお

りました。 

 ２点目は、通学に関する諸問題であります。

これが一番保護者の不安材料ではないのかな

と思います。特に通学路の安全の問題が懸念

されております。それと、遠距離通学になる

ということで、特に小学校低学年の遠距離通

学に伴う不安といいますか、それをどのよう

に解消していくのかという問題が大きく残さ
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れているように思いますので、その点につい

てお尋ねしていきたいと思います。 

 賃金というのはやっぱり労働の対価であり

ますし、経験を積み、能力アップすれば賃金

もアップするのが当然であり、そのことによ

ってさらに職務に対してスキルアップしてい

く、能力アップしていくのではないでしょう

か。そのことが、ひいては市民のためになる

と考えております。 

 続いて、２点目であります。 

 このことにつきましては、去る９月定例会

でも質問をさせていただきました。そのとき

は、ひきこもりという、もう一つの大きな課

題の質問をしましたので、このことについて

具体的に詰めていくことができませんでした

ので、続けて今議会でも質問したいというこ

とで、取り上げさせていただきました。 

 そういうことで、以上のことを実施するた

め嘱託職員の賃金を上げるということを、た

だ単に賃金を上げるというのではなしに、そ

の賃金をアップするためには嘱託職員の人事

評価制度をきちっとしていくというのがまず

大前提ではないかなと思います。嘱託職員の

仕事をやはり評価した中で賃金にそれを反映

させていくということが大事なので、嘱託職

員の人事評価制度も確立しなくてはならない。

そのことによって賃金表もきちっとしたもの

を作成していく。そして、適正要員を決めて

適正に運営していくべきであると考えており

ますので、当局のお考えをお尋ねいたします。 

 嘱託職員の適正要員・適正配置と嘱託職員

及び臨時職員の賃金と評価制度についてとい

うことであります。 

 その中で、合併後、市職員の定員適正化に

基づいて、正規職員が大幅に削減されており

ます。合併協議会でも100名削減ということで

目標も出されておるんですけども、あわせて、

正規職員が減るということは人件費が削減さ

れているということなのであります。 

 その中で、嘱託・臨時職員の役割が大きく

なっています。特に出先と言われます公民館、

文化センターや保育園の保育士等、従来の正

規職員に引けをとらない、人によってはそれ

以上の責任を持ち、業務をこなしております。

特に嘱託職員につきましては、長く勤めてお

られる、経験も豊富で能力の高い人が在職さ

れています。 

 まず、１点目で、嘱託職員及び臨時職員の

賃金見直しについてであります。 

 そこで、１番のところでいきますと、まず

は管理職でおられる嘱託職員の賃金について

当然見直しすべきであると思いますし、一般

の嘱託職員についても一律というのはおかし

いということで見直しをしていただきたい。

臨時職員につきましても、賃金表があるわけ

でありますけども、大きなばらつきがありま

すので、不均衡の是正をぜひともしていくべ

きであると考えております。 

 その中でも管理職と言われる嘱託職員の賃

金につきましては、責任の重さを考えますと、

また、一般嘱託職員との差を考えますと大変

低いのではないかなと。一般嘱託職員が時間

外をしますと賃金が逆転するという、おかし

な傾向になっております。また、その一般嘱

託職員の賃金についても、かなり経験を擁し

て長く勤めていただいておる方についても、

初年度の方についても賃金が一緒と、勤続が

１年、５年、10年であっても同じ賃金という

のはいかがなものでしょうか。 

 ２点目の、嘱託職員及び臨時職員の現状と

適正要員についてでありますが、前回もこの

質問のときに述べたんですけども、当然、正

職も要員を適正化するのであれば、臨時・嘱

託についてもきちっとした、職種によって要

員を決めていくというのが大前提ではなかろ

うかなと思うんです。行き当たりばったりで
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嘱託・臨時職員を採用するというのであれば

問題があろうかなと。 

○議長（中西峰雄君）この際、午後１時まで

休憩いたします。 

 そんな中で一例を挙げますと、公民館の職

員体制につきましては大変きちっとされてお

る。一部、高野口の公民館については若干問

題点があるんですけども、適正要員化をされ

ていると思います。ここは評価をしたいんで

すが、しかしながら、出先の問題のある職場

は結構あるに考えます。そのことについてお

尋ねしていきたい。 

（午前11時53分 休憩） 

                     

（午後１時00分 再開） 

○議長（中西峰雄君）休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 日程に従い、一般質問を行います。 

 12番 辻本君の一般質問に対する答弁を求

めます。 

 ３番の、賃金表及び評価制度についてであ

りますけども、これは１、２の観点から賃金

表の整理と評価制度の確立は必要であると考

えておりますので、お考えをお尋ねいたしま

す。 

 教育長。 

〔教育長（松田良夫君）登壇〕 

○教育長（松田良夫君）辻本議員のご質問に

お答えします。 

 橋本小学校、橋本中学校における小中一貫

教育及び小中一貫校についての説明を、平成

21年３月から11月にかけて区単位に８回、ま

た、区の役員会、健全育成会、小・中学校保

護者会でも実施してまいりました。 

 ４番の、臨時職員から嘱託職員への登用に

ついてということでありますが、これは２番

の適正要員のところに関連をしておりますの

で、そのこととあわせてお尋ねしていきたい。 

 ５番の、嘱託職員及び臨時職員の採用につ

いてということであります。このことについ

ては前々から述べさせていただいておるんで

すが、この場で確認をしていきたい。正職に

つきましては公募でかなり広く採用されてお

るんですけども、せめて嘱託職員及び臨時職

員については橋本市民から採用していくとい

うのが原則ではないのかなと考えています。

いろんな事情があって、よほど特別な理由が

ある場合は、これはやむを得ないといいます

か、以前も話をさせてもらったんですが、保

育園等の保育士なんかは橋本市内で募集をか

けても定数に満たないということで、周辺の

市町村に公募しているということなので、こ

ういう部分についてはやむを得ないと思いま

すが、基本的には嘱託職員・臨時職員は本市

の市民から採用すべきだと思いますので、そ

の辺のご意見をお伺いしたいと思います。 

 この説明会では、教育委員会から橋本市の

小中一貫教育について説明するとともに、橋

本小学校、橋本中学校の具体的な取り組みや

児童生徒の声について説明させていただきま

した。 

 その際にいただきましたご意見は、通学が

遠くなること、通学の安全性、同一敷地であ

ることに対する不安など24項目あり、平成21

年12月の文教厚生委員会でも報告させていた

だいたところです。 

 議員おただしの１点目の、教育と校内生活

に関する諸問題については、小学校と中学校

とが同一敷地であることに対する不安、プー

ルや体育館の使用など施設面に対する課題が

残されていました。これらの課題に対して、

保護者、地域代表、教員等から構成された「橋

本小中一貫校建設検討委員会」を平成22年３

月に組織し、設計に反映する中で解決に取り

組んできています。  １回目の質問、これで終わります。 
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 具体的には、中学校棟と小学校棟を分け、

基本生活空間を確保し、運動場南側を主に小

学校用として確保しています。また、施設に

ついては、小学校専用プールを設置し、小学

校棟内に運動も可能な多目的ルームを設置す

るなどの対応をしています。しかし、これら

の対応も、適切な指導や運用が伴って効果を

発揮することは言うまでもありません。 

 今後も、学校とともに具体化に努めるとと

もに、保護者の理解を得るよう取り組んでま

いりたいと考えています。 

 教育の内容については、授業参観や学校開

放等を通じて保護者に伝えているところです。

また、平成19年度からの取り組みを総括し、

広く教育関係者、保護者等からご意見をいた

だくとともに、今後の小中一貫教育の充実に

反映させることを目的に、平成23年度中に橋

本小学校、橋本中学校が合同で研究発表会を

開催する予定です。教育委員会としましても、

この発表会を小中一貫教育に対する理解と啓

発の機会としたいと考えています。 

 次に、２点目の通学に関する諸問題につい

てお答えします。 

 大半の児童が国道の北側に居住している状

況の中で、小学校が国道の南側である中学校

の敷地内に移転することにより、通学距離が

さらに延びること、また、交通量の多い国道

を横断しなければならないことによる安全対

策について、保護者、関係住民より意見をい

ただいております。 

 この点につきましては教育委員会として、

平成23年度、24年度の２カ年をかけて保護者、

関係地区住民や学校関係者等で構成する通学

に関する検討委員会を立ち上げ、各方面のご

意見をいただきながら、より安全でスムーズ

な通学方法等を検討してまいりたいと考えて

おります。 

 現在はその前段階として、関係各方面との

協議を進めています。まず、今年度、国土交

通省和歌山河川国道事務所が実施している交

通安全対策事業により、移転を前提とした橋

本小学校の通学路総点検を実施していただく

こととなりました。この通学路総点検は、通

学路の道路関係者である国、和歌山県、橋本

市と所管警察署、学校関係者及び地域住民な

どが一堂に会し通学路を総点検することで、

地域のニーズに合った交通安全対策事業を進

め、地域安全の向上をめざすことを目的とし

ています。 

 実施時期は来年１月を予定しておりますが、

教育委員会といたしましても、多くの関係者

に参加をいただき、ご意見・ご要望をお聞き

して、国・県等に対し早期に安全対策を講じ

ていただくようお願いしてまいりたいと考え

ています。 

 また、本市が施行しております中心市街地

第一地区土地区画整理事業は、橋本駅周辺か

ら橋本川付近までの間の都市基盤整備を行う

ものですが、地区内は主要な通学路が含まれ

ることから、その進捗状況に応じて通学路を

見直す等の対策を講じてまいりたいと考えて

います。 

 特に、再開発住宅から御殿橋までの国道24

号について3.5ｍの歩道を含む拡幅が予定さ

れており、完成しますと古佐田地区から市役

所前交差点までの歩道が整備され、安全な通

学路が確保されることになることから、現有

建物が移転完了した場合の早期の工事着手を

市関係部局とともに国土交通省に働きかけて

まいりたいと考えます。 

 次に、通学距離が延びることに伴う対策に

ついては、一つの方法として市のコミュニテ

ィバスや通学バスの利用が考えられます。こ

のため、平成23年度に予定されていますバス

の増車・増便とルートの見直しにあわせ、通

学バスとしての利用方法についても市の担当
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部局と協議を進めてまいります。 

 なお、子どもにとって歩くことで培われる

心身の発達や、集団での登下校を経験するこ

とによる異年齢でのかかわりを通した学習な

ど、教育委員会として大切であると考えると

ころも多々ありますので、安全対策も含め通

学に関する検討委員会で保護者と十分話し合

ってまいります。 

 以上でございます。 

○議長（中西峰雄君）企画部長。 

〔企画部長（吉田長司君）登壇〕 

○企画部長（吉田長司君）辻本議員の適正要

員・適正配置と、嘱託職員及び臨時職員の賃

金と評価制度のご質問についてお答えいたし

ます。 

 前回９月議会定例会一般質問でも同じ内容

のご質問をいただき、お答えしたところです。 

 まず、１点目の嘱託職員及び臨時職員の賃

金見直しのおただしですが、賃金については、

一般事務職において嘱託職員、臨時職員とも

一般行政職の高校卒初任給をベースに月額支

給、日額支給としています。また、専門職で

ある保育士や保健師、看護師などについては、

他の自治体や民間の賃金水準を参考に賃金を

定めているところです。 

 ９月定例会においても、管理職嘱託の賃金

水準や給食調理員の問題等でいろいろご意見

をいただいたところですが、賃金の見直しに

つきましては、さきの人事院勧告でもあった

とおり、民間の賃金水準が抑制されている中

で、公務員である嘱託職員、臨時職員の賃上

げの見直しは厳しいと考えています。 

 次に、２点目の、嘱託職員数と臨時職員数

の現状と適正要員についてでありますが、合

併後の平成18年４月１日の嘱託職員数は148

人に対して、本年度４月１日では45人増加の

193人となっています。 

 増加理由につきましては、保育士のクラス

持ち職員を臨時職員から嘱託職員として配置

したための増員、高齢者の総合相談の増加に

よる地域包括支援センターの介護支援専門員

の増員など、おのおの行政需要に対応するた

めの配置であり、業務の進捗によっては見直

しを行うこととしています。 

 一方、臨時職員は297人から27人減少の270

人となっております。 

 適正要員について、多様化・高度化する行

政ニーズに対応するため、事務の種類や性質

に応じ、いわゆる臨時・非常勤といった多様

な任務形態を活用しているところですが、ど

の業務にどのような任用・勤務形態の職員を

充てるかについては、基本的には各地方公共

団体において判断されるものとなっています。 

 しかしながら、庁外における施設のうち、

特に文化センター、児童館においては、施設

規模をはじめ利用者数などを基準として、今

後計画的な嘱託・臨時職員の配置を考え、保

育園におきましては、幼保一元化計画の見直

しの中で適正な嘱託・臨時職員の配置を考え

てまいります。 

 次に、３点目の、賃金表及び評価制度につ

いてお答えいたします。 

 議員ご指摘のとおり、その職責や経験によ

る能力アップを評価し、昇給するような制度

であるべきとのご提言については、長期継続

雇用のもとでは当然であると考えられますが、

現行地方公務員法上、臨時・嘱託職員の雇用

については、期間を定めた臨時的任用と位置

付けられており、長期雇用を想定していませ

んので、昇給制度はなじまない制度となって

いるところです。 

 現行制度については、最近の非正規雇用が

社会問題化する中でいろいろな問題点も指摘

されており、社会情勢の急激な変化に伴い制

度改正の動きも見られますので、今後の関係

法令改正等の動向を見きわめながら、評価制
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度を含め調査研究を進めてまいりたいと考え

ます。 

 次に、４点目の、臨時職員から嘱託職員へ

の登用についてのおただしですが、原則的に

嘱託職員の採用については、管理的立場の職

種、専門的知識経験を要する職種等を明示し

て広く公募を行い、選考によりその職種にふ

さわしい人材を採用しているところです。し

たがいまして、特定の臨時職員をその職種に

おいて、経験、実績を評価してそのまま嘱託

職員へ登用するということは考えていません

が、もし応募されれば、選考する段階でその

実績を評価していけるのではないかと考えま

す。 

 最後に、５点目の、嘱託職員及び臨時職員

の採用についてのおただしですが、さきの４

点目でもお答えしたように、採用については、

原則として市報、ホームページ掲載や、場合

によってはハローワークを通じて広く公募し、

選考試験を経て最適な人材を採用していると

ころです。なお、市内の人材は選考項目の一

つと認識していますので、ご理解のほど、よ

ろしくお願いいたします。 

○議長（中西峰雄君）12番 辻本君、再質問

ありますか。 

 12番 辻本君。 

○12番（辻本 勉君）ありがとうございます。 

 そしたら、まず、１点目から行きたいと思

います。 

 教育長のほうからいろんな取り組みを報告

いただきました。教育の問題については、こ

れは専門家にお任せするというのが一番なの

で、問題はなかろうかと思うんですけども、

あと、いろんな問題点、まだまだ解決されて

ない問題点がたくさんあるように思います。 

 ハード面では小中一貫校建設検討委員会で

すか、小中の建設関係で検討委員会を設けて

いただきまして、実施計画も出てきておりま

して、我々も理解しているところであります。

それはそれでいいと思います。 

 あと、残された諸問題について、特に通学

路の問題が大きかったかなと思うんですけど

も、その辺は通学に関する検討委員会を設け

ていくということです。ここで十分検討いた

だくのはいいんですけども、やはり一定の方

だけの検討委員会といいますか、代表者であ

りますけども、保護者の不安をぬぐうという

ことでいきますと、検討委員会での結果とか、

それの中身について広く保護者に知らせてい

くという方策が大事かなと思いますので、そ

の辺を十分踏まえた中で検討委員会を進めて

いただきたいなと思うんです。 

 そんな中で、通学路の問題は国交省との関

係もありまして、来年１月頃ですか、通学路

総点検ということで、この中でもいろいろ議

論されると思うんですが、一番の問題は24号

を横断するという、信号の問題ですね、市役

所前のとこの信号。これについては、やはり

もっと早急に警察関係とかいろんなところと

話し合いをしていただいて、早急に結論を出

してあげてほしいんです。この辺が一番大き

な問題になってると思うんですよ。 

 それと、もう一点は、通学距離が延びると

いう、特に私の地元の上のほうの子どもさん

とか、小原田の子どもさん、これの低学年、

特に幼稚園、保育園から小学校１年生になっ

たその年、この辺が一番問題があるというこ

とで、保護者のほうからの強い要望もありま

した。その当時は歩くことの大事さといいま

すか、そういうのもあったんですけども、基

本的には送迎をお願いしたいという保護者の

意見が強かったと思うんです。 

 私はこのときにも出ておりまして、コミバ

スの話も出ておりました、そのときも。コミ

バスを当てにしてもらってはだめですよとい

う話もさせてもらったんです。コミュニティ
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バスは、そりゃ、来年度、市長のご配慮で１

台増車ということでルート変更とかあります

けど、コミバスに頼ることはしないでいただ

きたいと。教育委員会独自でこの小中一貫の

通学の問題をきちっと詰めていただきたいと

いうことをお願いしとったんですけども、今

後、その考え方といいますか、コミバスに頼

らない送迎の考え方というのをお持ちである

かどうか、ちょっとお尋ねしたいと思います。 

○議長（中西峰雄君）教育長。 

○教育長（松田良夫君）通学の問題点につい

てご指摘いただきました。通学については、

交通事故その他の犯罪行為とか、いろんな意

味で子どもたちの安全・安心な登下校の環境

をつくっていくというのは非常に大事なこと

だと思っております。 

 それと、子どもたち、集団で見ないという

のか、一人ひとりの子どもが自分の家の玄関

から出て、学校へ来て、玄関へ帰っていくと、

そのことをしっかり学校で押さえた上で、ど

ういう通学環境というのか、それを整備して

いくのかという、そういう見方が大事かと思

ってございます。 

 こういうご意見の方もいらっしゃいました。

歩くことによって培われる体力とか、あるい

は集団性とか、そんなものもやっぱりしっか

り見つめてほしいという、そういうご意見も

ございました。しかし、低学年の子どもたち

にとって、遠い距離歩いて登下校するという

ことは大きな負担になろうかと思います。そ

の点については、通学バスということも前提

で考えていくということで当初からスタート

してきたと思います。 

 コミュニティバスにするのか、通学バスに

するのか、その辺についての討議はまだ十分

詰め切ってないような状況ですので、その点

も含めて今後の協議の対象としていきたいと

思いますので、よろしくお願いしたいと思い

ます。 

○議長（中西峰雄君）12番 辻本君。 

○12番（辻本 勉君）ありがとうございます。

23、24年ということで通学に関する検討委員

会を設けられるということなんですが、中学

校に小学校の校舎ができてしまうという既成

事実がありますのでね。そやから、見切り発

車をしないで、やはりできるだけ早く通学の

問題とか、遠距離通学の問題、安全性の問題、

きちっと詰めた中でスタートしていただきた

いと。既成事実があるので、もうそっちに変

わったらええわというんじゃなしに、やはり

詰めるところはきちっと詰めた中で開校して

いただくということにしていただきたいんで

す。 

 せめて最低半年前ぐらいにはきちっとなっ

とるねと。中学校内で同一敷地内でやる小中

一貫教育の中身はこうで、こういう形で問題

ないですよと、校内生活も問題ないですよ、

教育もこうですよと、なおかつ通学路の問題

も、子どもの安全通学の問題、遠距離通学の

問題もこうなりましたよという形の中で、き

ちっと保護者の理解を得ていけるように努力

をお願いいたしたいと思います。お願いしと

きます。 

 そしたら、２番の部分に入ります。２番の

ほうがちょっと長くかかりますので、じっく

りと順番に詰めていきたいなと思います。 

 答弁は前回とほとんど変わってないので、

ほとんど私、聞いてませんでした。あまりえ

え答弁と違うので。前回とほぼ同じ答弁だっ

たので、今回はじっくりと個別に詰めていき

たいなと思います。 

 まず、管理職と言われる嘱託職員の賃金で

ありますけども、特に出先機関、これの管理

職の賃金、月額15万円という形になってます。

一般の嘱託職員が13万8,400円なんですね。比

較していって、責任の重さの割には管理職の
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賃金というのは低いというのは明らかなんで

すね。一般の嘱託職員が時間外をすれば、確

実に逆転しますね。20時間以上する必要はな

いですね。10数時間でほぼ逆転するやろうと

思います、賃金が。月額で１万1,600円しか変

わらんでしょう。そしたら、これ、日給で割

っていったら微々たるものなので、時間外し

たらすぐに逆転します。 

 こんなのでいいのかとね。組織的には課長

級でしょう。この出先機関の管理職の嘱託職

員というのは課長級なんですよ。責任はすご

い重たいんですね。住民要望もどんどん増え

てきておるから、出先機関というのは大変忙

しいなってきて、いろんなことをやっていか

ないかん。サービスも増加せないかん、新た

な施策もどんどん出てくる。そして、やっぱ

りそこには有能な職員の必要があるわけでし

ょう。それになおかつ給料は15万円というの

は、これはちょっとおかしいな。責任ばっか

り課して、その労働の対価である賃金があま

りにも低過ぎるというのが私の考えなんです。 

 本来、出先機関であっても、公民館なんか、

河内長野、よそへ行ったら正規職員がやって

ますよ、館長、実際のところ。図書館の館長

なんていうたら、大きなまちやったら部長級

ですよ、図書館の館長でも。議会答弁もする

んですよ。それだけ出先を重く置いて、大事

やということでやってるわけでしょう。嘱託

の館長でもいいんですよ。いいんですけども、

それなりの人材を配置していってくれとるん

やったら、それなりの賃金を払ってやるとい

うのは当然だと思うんですけども、その辺、

答弁をお願いいたします。 

○議長（中西峰雄君）企画部長。 

○企画部長（吉田長司君）館長ということで、

公民館館長のことが例で出ておりました。公

民館の館長、直接、私ども、いろいろ具体的

な協議ということで、最近は入ってないんで

すけども、公民館の館長の採用、過去からの

例におきましては、ずっと以前でございます

けども、公民館の館長につきましては、地域

の事情をよく知った経験豊かな人を採用して

いくということで、選考による採用をしてい

たわけです。というのは、どういう方かとい

いましたら、職員のＯＢなり、先生のＯＢが

中心であったと思います。そういうことで、

仕事につきましても、どっちかといいました

ら、生活給というよりも報酬的な考え方の中

で決めていたような状況がございます。 

 その後、公民館の館長の採用につきまして

は、公募による試験採用ということになって

きております。最近の考え方の中で教育委員

会がお聞きしておりますのは、公民館主事に

ついては公募採用していくんですけども、そ

の中で力を養っていき、館長に上げていきた

いというような考え方がございます。という

ことで、従前のちょっとボランティア的な考

え方から、今はきちっと行政職員やという方

向に教育委員会のほうも変わってるようでご

ざいます。 

 そういうことで、果たしてそれはどうかと

いうことも含めまして、その辺の変遷も含め

まして、一応、教育委員会に１回、私ども、

それにはあまりタッチしていなかったわけで

ございますけども、相談をしていきたいなと

いうふうに考えて、その中で金額についても

適正か、適正でないかということもいろいろ

話し合いしていきたいなというふうに考えて

ございます。 

○議長（中西峰雄君）12番 辻本君。 

○12番（辻本 勉君）公民館は一例だけなの

でね。行政、都合のええときは勝手に上げと

るんですよ。公民館かて２館兼務にさせてお

いて、公民館館長を。２館兼務やからさかい

と、17万円に上げとるわけでしょう。そやけ

ど、これは教育委員会の問題と違うんですよ。
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これ、市長部局やてオーケー出しておるでし

ょう。副市長、オーケー出しとるんやろう、

この人件費等については。要員とか人件費の

この辺の賃金については副市長まで上がって、

オーケー出しとるんでしょう。教育委員会独

自でやっとるわけじゃないでしょう。 

 こんなのから言うたら、結局、今、部長言

われたけど、そんな考え方やったら、公民館

なんかいっこもようなりませんよ。昔みたい

な考えでおったら。公民館の必要性があるの

でということで、公民館主事に社会教育主事

の資格を取ってもらって、上へ上がっていっ

てもらったり、公募してきちっとした館長に

ふさわしい人を採用しとるわけでしょう。そ

したら、それなりの賃金体系へ持っていかん

とね。 

 昔ながらのやり方やったら、そのままでえ

えんですよ。そうでしょう。年金もろうとる

から、賃金ようけもろうてもしゃあないと。

言うたら悪いけど。そんな人ばっかり採用し

ておったら、橋本市の住民自治とか、地域の

活性化というのは全然進みませんよ。地域の

教育力なんて絶対上がっていけへん。そうで

しょう。大事なとこなんですよ、公民館とか

文化センターというのは、それなりに教育の

分野なんよ。住民教育なんよ。 

 そこらをもっと考えて、それなりの人を採

用するのであれば、それなりの賃金はやっぱ

り出してやるというのがね。言うたら悪いけ

ど、そんなむちゃくちゃな金額と違うわけよ、

出すのは。そうでしょう。 

 ほんで、もう一点、言うときますけども、

前のときにはなかったんやけども、企業誘致

室ね。この間、企業誘致室、公募しましたわ

な。初任給17万円て書いとるんですよ。そう

でしょう。パーンと募集かけて企業誘致やっ

たら17万円払うんですよ、管理職と違うても。

そしたら、ずっとやってきとる公民館館長、

文化センターの館長、青少年センターのセン

ター長なんか15万円でずっとやってきとるで

しょう、管理職という重たい仕事を与えられ

て。企業誘致が悪いと言いませんよ。企業誘

致もそれなりに大事やったら17万円あげたっ

ていいんですよ。あげたらいいんですわ。そ

したら、それに見合うように他の館長クラス

も上げたったらええわけよ。 

 そやから、この嘱託職員の賃金については、

市長の裁量というか、あるんですね。その範

囲があって、それは僕はいいですよ。それは

市長がこの人にはこれだけやらないかん、大

事な仕事やからこれだけやったってくれとい

う、それはそれでいいんですよ。そういう範

囲はこしらえておいて当たり前のことなんで

す。特別な事業があって、図書館長も違いま

すし、広域の事務局長なんかも違う。いろい

ろその賃金が違うのは構へんのです。市長の

配慮で、このことはものすごい大事やから、

これぐらいの賃金が必要であるのでこれだけ

にしようというのは、それはいいんですよ。

そやけど、一定基本線というのはやっぱりつ

くっとかんとだめなので、その辺、再度、答

弁してくださいよ。 

○議長（中西峰雄君）企画部長。 

○企画部長（吉田長司君）ちょっと説明に誤

解があったと思いますけど、教育委員会のほ

うということで私どもも深く入ってなかった

ところがございます。そういうところがあり

ましたけれども、現在の状況を見ましたら、

そういうことがどちらかといいますと行政職

員やという位置付けになってきているのが事

実です、公民館につきましては。そういうこ

とで、一度、教育委員会とその内容も含めて

その辺の給料のあるべき姿も相談していきた

いというのが考え方でございますので、決し

て怠慢しとったわけではございません。教育

委員会中心の考え方にうちが理解を示してお
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ったというのが現状でございます。 

 文化センターの話も出ましたけども、館長

で低いところでいいましたら、文化センター

の館長、それから公民館、それと児童館にな

ろうかと思います。ほかの館長につきまして

は15万円じゃないという形で設定してござい

ます。 

 文化センターの登用の仕方でございますけ

ども、従来、これも言ってましたように、地

域と密着した人で、よく地域の事情を知って

いる方を、現在でもそうですけども、選考で

採用してございます。ということで、地元の

意向と言ったらおかしいんですけども、そう

いうことも含めて決定しているような状態で

ございます。文化センターにつきましては、

今後もそういう形で登用していきたいなと考

えてございますし、給料も、どちらかという

たら生活給というより報酬的な考え方でお願

いしたいなというふうに考えてございます。 

 それと、文化センターにつきましては、現

在も方向性、このままでいいのかということ

も今検討中でございますので、そのときに方

向性が変われば、それについての館長の位置

付けも変えていきたいというふうに考えてご

ざいますので、よろしくお願いしたいと思い

ます。 

○議長（中西峰雄君）12番 辻本君。 

○12番（辻本 勉君）文化センターもそうい

う考え方ではもうあかんのよ、部長。文化セ

ンター、地域の実情を知ってる人とか、そん

な時代ではないんよ、今。そうでしょう。橋

本市の市民みんなの文化の向上とか、いろん

なことをやっぱりやっていかなあかんねん。

そんな小さい地域にこだわったらあかんのや

で。そうでしょう。どこの地域を知っとる人

って、どない思うかしらんけどね。橋本市内

全域を知っとる人を採用したらええわけや。

そうやろう。特別な地域の事情を知っておる

人なんか採用する必要ないやろう。文化セン

ターの役割というのはそういうとこやんか。

その辺も頭を切りかえていかんと。何ぼでも

地域の教育力を高めよう、高めよう、住民自

治とか言うたり、いろいろしとるけど、いっ

こも進めへんで、橋本市は。そんな考え方で

おったら。 

 そやから、その辺も含めて、この管理職の

賃金というのをもう一回きちっと見直し、議

論してくださいよ。教育委員会だけにお任せ

する問題じゃないと思うので、これ。副市長、

どうですか。勝手なときには17万円ってつけ

たりしとるでしょう。ちょっと簡潔に答弁し

てよ。副市長に言いたいこと、まだあるので。 

○議長（中西峰雄君）副市長。 

○副市長（清原雅代君）賃金につきましては、

もともと公民館であるとか文化センターは、

教育委員会のほうで採用を決めていただいて

おりますので、教育委員会からの提案を受け

ての設定ということで、いろいろご相談に応

じているところでございます。 

 公民館につきましては、私が認識しており

ますのは、去年だったかちょっと忘れました

けども、田辺市から生涯学習に関しての公民

館として取り組みを行っていくということで、

今後の公民館の方向性を、いわゆる生涯学習

計画のようなものを策定して、今後の公民館

としてのあり方をきちっと地域づくりの核と

なれるような拠点にしていきたいというよう

なお話を聞いております。しかし、まだその

計画自体が、策定はされておらないわけなん

ですけれども、前回田辺市から招いて講演を

いただいた職員さんのお話とか、現在の田辺

市が計画をつくるにあたってのいろんなこと

をお聞きしましたら、その中で公民館の今後

のあり方であるとか、あるいは、公民館職員

のあるべき姿の指針の策定であるとか、そこ

できっちりと位置付けをされて今後の方向性
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を示されておりますので、そのような中で市

としてもどうあるべきかということをきちっ

と方向付けていけたらいいのかなというふう

に考えております。 

○議長（中西峰雄君）12番 辻本君。 

○12番（辻本 勉君）副市長、そんな公民館

のあり方、聞いてないんよ。公民館の職員は

どうで、公民館はこれからどないしていかな

あかんというのは、そんなもん、田辺市に学

んどったらあかんがな。橋本市の公民館事業

ってものすごい進んどるんやで。そんなしょ

うもない話、僕、しとるんちゃうんや。 

 それだけの公民館の職員、館長も含めて、

あと、嘱託職員もあります。公民館だけとち

ごうて一般的な嘱託職員、出先の嘱託職員の

賃金を、その労働と対比してどない思うとん

のやということなのでね。公民館の事業、こ

れから中身どないしていこうとか、そんな話

とちゃうんよ。賃金に対して言うてるんで、

管理職の人件費はそういうことで大変不均衡

があるので、是正をしてください。検討をし

てください。両方でね。 

 それと、ずっとここばっかりやっとったら

あかんので、一般の嘱託職員の賃金について

も見直さないかんのと違いますか。これ、勤

続１年、３年、５年、10年おっても、今年の

高卒初任給の人と同じ賃金やて。何年おって

も。 

 これ、逃げ道として、地方自治法22条の話

ししとるけど、地方自治法22条では長期に採

用したらあかんのですよ。橋本市はそれを破

って長期に採用しとるんでしょう。長期に採

用しとるんであれば、勤続を見てやるのが当

然のことでしょう。地方自治法を守って短期

に切るんやったら、切ったらええんですわ。

法律どおりいくんやったら。そうでしょう。

法律を曲げて長期で採用しとるんやったら、

経験も踏まえて賃金を上げてやるのが普通で

しょう。 

 そんなことしとったら、同じような職場で

おってモチベーション下がるばっかりですわ、

経験のある子は。４月に入った子と５年も６

年も前から一生懸命やっとる子と、賃金全く

一緒。おかしな話。そうでしょう。地方自治

法を曲げてでも採用しとるんであれば。３年

までですわな、臨時の場合、一応ね。そやけ

ど、長く採用しとるとこもあるし、嘱託は長

く採用してますわな、結構ね。そうでしょう。

地方自治法でいうたらあかんけども、採用し

ておる。 

 勤続でも賃金を差をつけとる自治体もいっ

ぱいあるんですよ。むちゃくちゃ多いとは言

いませんけどね。そやから、それも考えてい

ったらんと、出先のというか、職員にかわっ

て一生懸命やってくれとる臨時・嘱託のモチ

ベーション下がってしもうたら、橋本市行政、

市民からものすごい批判食らいますよ。 

 これからますます職員については、やっぱ

り厳しゅういく中で要員削減をしていかない

かん。人件費削減していかなあかんから、当

然、正職は削減されるわけよ。それの補いと

して嘱託・臨時が増えてくる。その職員と同

じような仕事やってもらわないかん職員がよ

うけおる。そうでしょう。嘱託職員でも予算

つくったり、起案したりする人がたくさんお

るんよ。そんな子まで同じ賃金というのはお

かしな話。その点、どうですか。 

 もう続けて言うときますわ、臨時まで。ほ

んで、嘱託職員とか臨時職員でもあるんやけ

ど、残業しとっても残業分を支払ってもろう

てないというか、そういう人もおるらしいん

やけど、聞くところによると。それと、時間

外したときに、今回は時間外、あと、これは

代休でしますというのをその嘱託職員にゆだ

ねとるって、任せとるというような、そうい

う話もあるんやけども、この辺、どないなっ

－163－ 



とるのか、実情を。わかったら教えていただ

きたいんですが。 

○議長（中西峰雄君）企画部長。 

○企画部長（吉田長司君）最初の答弁でも申

しましたように、嘱託職員も短期的任用職員

の中の職員でございます。ということで、臨

時は６カ月ですけども、嘱託職員は１年以内

ということで、１年更新で嘱託職員を継続し

て採用させていただいておるところでござい

ます。 

 ということで、これについては、確かに短

期ということで、短期の定義として３年とい

うようなこともありますけども、３年で切っ

ていけばいいという考え方があろうかと思い

ますけども、これにつきましてはコメントし

にくいところもございます。これは全国的な

市町村の課題でございます。ということで、

県のほうでもそういう形で１年更新の10年な

り続けているところがあります。それと、県

下の市町村を見ましてもそういう状況でござ

います。ということで、そういう言い方して

何なんですけども、地方公務員法の中できち

っと位置付けをしなければいけないところか

というふうに考えてございます。 

 河内長野市でしたら、給料は変わらないん

ですけども、３年たったら一度また試験をし

て、リセットしたような形を見せるというよ

うな形もしているというのを聞いております。

このことにつきましては、言われることはよ

く理解できるのですけれども、昇給制度その

ものが短期雇用の職員についてはなじまない

ということでご理解願いたいと思います。 

 それと、これ、前回も言わせていただいた

んですけども、蛇足でございますけども、年

間の賃金を、基本給を上げることができない

部分もあるわけでございますけども、割り増

し賃金等につきましても橋本市はかなり多く

見ているところもございますので、その辺も

含めてご理解願いたいというふうに考えてご

ざいます。 

 以上でございます。 

○議長（中西峰雄君）12番 辻本君。 

○12番（辻本 勉君）要は、やはり１年契約

であっても、更新して更新してやっとるわけ

でしょう。そやから、やっぱりそれを見てい

ってやるというのはね。 

 それ、勤続とかせんでも、賃金表をつくっ

といたらええわけ。嘱託職員の賃金表のとこ

ろに13万8,400円と、３年ぐらいなったら、経

験ある人は14万円とか15万円とか、何段階も

賃金表をつくっといたら済む話なんよ。そこ

の賃金表にいきますよということをつくっと

いたら何も問題ないんですわ。法律的にも問

題ないと思うし。そのために後のとこで賃金

表をちゃんとせいということをやっとるんよ。

そうでしょう。 

 だれでもかれでも上げたれと言うわけでも

ないんですよ。そのために評価制度をつくれ

ということなのでね。きちっとせいと。人事

評価、やっぱりちゃんとせいと。やる子には

ちゃんとしてやると。 

 さっきから言うとる、出先でも一個もれと

るの、青少年センター長ももれてますよ。15

万円でしょう、たしか。高くないでしょう。

それも頭へ入れといてよ。ほんまに。実際、

青少年センター長についても大変なことをや

っとるんやから、その辺も頭へ入れといてく

ださい。 

 それと、何で嘱託職員のところで上げてい

かんなんと言うた。特に公民館にこだわって

おるけども、公民館の嘱託職員、公民館は要

員きっちりするので、館長がおって、主事が

おる。この主事というのは、社会教育主事資

格を取ってきて、一生懸命やっておるんやな。

社会教育主事の資格を取ってきて、いろんな

ことをほんまに管理職に等しいようなことを
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やっとっても給料上がらんですよ。一般の嘱

託職員と全く一緒。13万8,400円。そうでしょ

う。ちゃんとした教育の資格を取ってきて、

一緒なんです。そうでしょう。児童館の児童

厚生員もそう。その辺をやっぱり配慮してや

ることを考えていかんと。 

 手当つけられへんというのは、地方公務員

法22条とその辺のところに手当をつけたらあ

かんというのは法律にありますか。全部読ん

だんやけど、全然載ってないんやけどね。な

いでしょう。手当をつけたらあかんというよ

うなの、載ってないでしょう。その辺も含め

て手当の部分で考えるとか、何らかの方法を

していかんと、嘱託職員、臨時職員のモチベ

ーションが下がってしもうたらどないもなら

んということなので、よろしくお願いしてお

きたいと思います。 

 臨時なんですけども、臨時職員もやっぱり

不均衡あるわけ。臨時職員の賃金表あるんや

けど、ものすごい差がありますよ、日給。も

のすごい。私、前は保育士のところはいろい

ろ質問させていただいて、ちょっと上げてい

ただいておるけども、特に問題あるというの

は給食調理員。これ、6,090円。普通の一般事

務の6,090円と一緒なんですな。何でいうたら

軽作業の甲の人が7,770円という賃金表ある。

乙で6,090円。軽作業の甲でも7,770円。清掃

作業員であったら8,470円という日給をもろ

うとる。それやのに、給食調理員、これ、大

事なとこですわな。調理師免許を持っておる

し、子どもの食事というか、ここで一つ間違

うたら子どもの命も危ぶまれるような大事な

部署であって、作業も見てたら大変ですわ。

実際、見に行きましたけども。でありながら、

これだけの差が何でつくんやと。そうでしょ

う。 

 それともう一点、給食調理員に限って言わ

せていただくと、夏休み期間中は何回かしか

出勤する機会がないと。ないから賃金は１万

円とか、その月はね。８月は１万円とか１万

2,000円とか、そんなのかもわからん。仕事が

ないからやむを得んちゃやむを得んのですけ

ども、束縛しておるでしょう。雇用契約の中

で、ほかへは行ったらあかんというような契

約をしとるでしょう。拘束しとるわけでしょ

う。それやのに、８月、１万円や10万円の賃

金で、これ、生活やっていけますか。ほかで

仕事したらあかんってなっとるでしょう。こ

んなん、もうちょっときちっと対応してやら

んと。そうでしょう。 

 悪いけど、これ、橋本市民なんよ、みんな。

市民の生活をもうちょっと考えてやったら、

この辺の賃金形態も考えたらなあかん。橋本

市にワーキングプアを増やしとるんですか、

橋本市は。全国でワーキングプアの問題出て

おるのに、橋本市はまだワーキングプアを増

やしておる。この辺、ちょっと見直しするか

どうか、答弁してください。 

○議長（中西峰雄君）企画部長。 

○企画部長（吉田長司君）まず、１点、先ほ

どの質問で時間外手当については、臨時も嘱

託も手当として出てます。 

 それと、給食調理員と清掃作業員のことだ

と思いますけども、正職につきましても、清

掃作業員については清掃の手当がついてる現

状を鑑みて、こういうふうに差がついてると

ころでございます。 

 あと、給食調理員の特に日給の部分ですの

で、臨時さんのことだと思いますけども、そ

の辺、拘束しているかしていないかについて

は教育委員会のほうで答弁します。 

○議長（中西峰雄君）教育次長。 

○教育次長（西本健一君）学校給食センター

の臨時職員につきましては、ただし書きによ

りまして、任用期間中においても春休み、夏

休み等の給食がない場合は勤務を要しないと
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いうことになっております。その条項は、「た

だしセンター長の命令がある場合を除いて、

給食調理のしない日は勤務を要しない」とい

うことになっておりまして、このことから、

臨時職員にとっては、任用期間中でありまし

て市職員として拘束されているにもかかわら

ず、日給者であるため給与の支払いが行われ

ない不利な点がある一方、社会保険や雇用保

険には加入できているという利点もあります。

なお、勤務を要しない日に別の仕事をするこ

とについては問題ないものと考えております。 

 以上です。 

○議長（中西峰雄君）12番 辻本君。 

○12番（辻本 勉君）その契約内容はわかっ

てるんですよ。それも含めて、清掃作業員と

いうのは清掃手当ついておるんでしょう。そ

うでしょう。ほんなら、調理師はつけへんの。

そんなん、清掃作業員、清掃するのに手当つ

いとるんやったら、何で調理師の免許持った

人に手当つけへんのですか。何でこんな大き

な差ができるんですか。8,470円と6,090円と

いう大きな差が何でできるんですか、日給で。

2,000円以上の差がついておるんでしょう。 

 私は、清掃作業員の人を下げろとは言うて

ませんよ。それなりの仕事やっていただいて

いる。ちょっとでも近づけるような、やっぱ

りバランスよくしていったるのが大事なとこ

と違うん。副市長、何笑っとるんで。これ、

生活かかった大事な問題やで、嘱託職員なり

臨時職員にとって。そうでしょう。 

 悪いですけど、もう一個言うときたいのは、

全体的な中で、公民館の主事が給料全然変わ

らへん。館長になったら余計悪うなる。そう

でしょう。そんなことしとったら、館長にな

り手ありませんわ。公民館の館長、ええ人、

だれも来ませんよ。公募してえらい目に遭う

たりしとるし。そやから、そんなことあるか

ら、経験者でやっぱりちゃんとやっていって

もらおう。社会教育主事取った人に館長にな

っていってもらおうというええ傾向ができて

おるわけよ。それやのに、なおかつ賃金があ

かんから、だれも館長なんなりたいないわ。

そんなんしとったらだれも主事資格取りに行

きへんし、公民館のそんな仕事、進んでいけ

へんで。もうちょっと働く人が働きがいのあ

るような、気持ちを持った人事管理をやって

いただきたいと思います。 

 終わります。もう時間ないので。 

○議長（中西峰雄君）これをもって、12番 辻

本君の一般質問は終わりました。 

 この際、２時まで休憩いたします。 

（午後１時50分 休憩） 
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